様式１
指定市町村事務受託法人指導調査員名簿

令和　　年　　月　　日　

委託者
大阪市福祉局長

受託者
(法人所在地)
(法人名称)
(代表者)　　　　　　　　　　　　印

大阪市指定介護保険事業者に対する運営指導業務委託実施要綱第２条第３項に基づき、次のとおり指導調査員として従事する者を報告します。
	氏　　名
	有する資格等

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


様式２
運営指導等実績報告書
令和　　年　　月　　日
委託者
大阪市福祉局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受託者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人所在地)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人名称)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代表者)　　　　　　　　　　　　印
　大阪市指定介護保険事業者に対する運営指導業務の委託に関する要綱第２条第６項及び第４条第11項に基づき、令和　　年　　月に実施した運営指導の実績について、次のとおり報告します。
	実施日
	事業所番号
	法人名
	事業所名
	事業所所在地
	指導
事項の有無

	／
	
	
	
	
	有・無

	／
	
	
	
	
	有・無

	／
	
	
	
	
	有・無

	／
	
	
	
	
	有・無

	／
	
	
	
	
	有・無

	／
	
	
	
	
	有・無

	計　　件



	指定市町村事務受託法人が実施した研修等の業務

	実施日
	業務内容

	／
	

	／
	



様式３

(表)


第　　　　　号
大阪市介護保険指導調査員証

　　　　　　　　　　　　　　所属　指定市町村事務受託法人


　　　　　　　　　　　　　　氏名

大阪市長　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日発行















(裏)
介護保険法第二十三条
　市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）をいう。以下同じ。）を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者（第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
第二十四条の二 
市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの（以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。）に委託することができる。
１　第二十三条に規定する事務（照会等対象者の選定に係るものを除く。） 















　　　　　　(備考)
　　　　　　　１　紙質は、厚紙とすること。
　　　　　　　２　紙色は白、刷色は黒とすること。
　　　　　　　３　写真の大きさは、縦3センチメートル、横2.4センチメートルとすること。

様式５
運営指導改善状況報告書
法人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　   
事業所名称　　　　　　　　　　　　　　　　　   
ｻｰﾋﾞｽ種別	　　　　　　　　　　　　　　　    

	指導内容
	改善状況

	項　　目
	根拠法令等
	改善を要する事項及び改善すべき内容
	改善時期又は改善予定時期
	改善方法等

	人員に関する事項
	
	
	
	

	運営に関する事項
	
	
	
	

	介護給付費等の取扱いに関する事項
	
	
	
	




根拠法令等

　介護基準：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）
　予防基準：指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
　告示第19号：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）
　告示第127号：指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）
　老企第25号：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年老企第25号）
　老企第36号：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に
　　　　　　　伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）
　実施要綱：大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成29年4月1日施行）
　要綱：大阪市訪問型サービス（第１号訪問事業）の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（平成29年4月1日施行）
虐待防止法：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律



様式６

苦情処理等記録報告書
令和　　年　　月　　日
委託者
大阪市福祉局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受託者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人所在地)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(法人名称)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代表者)　　　　　　　　　　印

　大阪市指定介護保険事業者に対する運営指導業務の委託に関する要綱第８条に基づき、次のとおり苦情処理等の結果を報告します。
	受付日時
	

	対応職員
	

	申立者
	

	概要
	

	内容
	

	対応結果
	

	備考
	



